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(57)【要約】
【課題】チューブ外面の摩擦抵抗増大やチューブ外径の
増大を防ぎつつ、高い座屈防止性能が得られる内視鏡用
可撓性チューブを得る。
【解決手段】管状をなすチューブ体の外周面に、凸状断
面の周回リブ状部と凹状断面の周回スリット部を該チュ
ーブ体の軸線方向に交互に形成し、チューブ体の外側に
、周回リブ状部の間に位置させて、周回スリット部の開
口部に対して接離可能に支持される金属コイル体を設け
、チューブ体を曲げたとき、湾曲内側部分に作用する軸
線方向の圧縮応力によって、周回スリット部を挟んで隣
り合う周回リブ状部が当接して曲げの中心部方向への分
力を生じさせると共に、金属コイル体がチューブ体の外
面に当接して拡径方向への変形を規制することを特徴と
した内視鏡用可撓性チューブ。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡内部の管路を構成する可撓性を有するチューブにおいて、
　管状をなすチューブ体の外周面に、凸状断面の周回リブ状部と凹状断面の周回スリット
部を該チューブ体の軸線方向に交互に形成し、
　上記チューブ体の外側に、上記周回リブ状部の間に位置させて、上記周回スリット部の
開口部に対して接離可能に支持される金属コイル体を設け、
　上記チューブ体を曲げたとき、湾曲内側部分に作用する軸線方向の圧縮応力によって、
上記周回スリット部を挟んで隣り合う周回リブ状部が当接して曲げの中心部方向への分力
を生じさせ、かつ上記金属コイル体が上記チューブ体の外面に当接して拡径方向への変形
を規制することを特徴とする内視鏡用可撓性チューブ。
【請求項２】
請求項１記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記周回リブ状部と周回スリット部は
それぞれ、上記チューブ体の外周面に該チューブ体の軸線を中心とする螺旋状に形成され
ており、上記金属コイル体は、螺旋状の周回スリット部に沿う形状の螺旋管状体であるこ
とを特徴とする内視鏡用可撓性チューブ。
【請求項３】
請求項１記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記周回リブ状部と周回スリット部は
それぞれ、上記チューブ体の外周面に該チューブ体の軸線を中心とする環状に形成されて
おり、上記金属コイル体は、環状のスリット状部に沿う複数の環状体からなることを特徴
とする内視鏡用可撓性チューブ。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記金属コイ
ル体の線径は０．０８ｍｍ～０．２５ｍｍであることを特徴とする内視鏡用可撓性チュー
ブ。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか１項記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記周回スリ
ット部の底部は凹円弧状の断面形状であることを特徴とする内視鏡用可撓性チューブ。
【請求項６】
請求項１ないし４のいずれか１項記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記周回スリ
ット部の底部は矩形状の断面形状であることを特徴とする内視鏡用可撓性チューブ。
【請求項７】
請求項１ないし４のいずれか１項記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記周回スリ
ット部の底部はＶ字状の断面形状であることを特徴とする内視鏡用可撓性チューブ。
【請求項８】
請求項１ないし７のいずれか１項記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記周回スリ
ット部の開口部の両側縁部に、上記チューブ体の外周面に近付くにつれて徐々に開口幅を
大きくする面取り部が形成され、上記金属コイル体は該面取り部に当接することを特徴と
する内視鏡用可撓性チューブ。
【請求項９】
請求項１ないし７のいずれか１項記載の内視鏡用可撓性チューブにおいて、上記周回スリ
ット部の開口部の両側縁部に、該周回スリット部よりも開口幅を大きくした開口段部が形
成され、上記金属コイル体は該開口段部に当接することを特徴とする内視鏡用可撓性チュ
ーブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡内に配設される可撓性チューブに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　内視鏡内には処置具挿通用や流体流通用（吸引、送気、送水用）といった様々な用途で
、各種の管路が配設されている。こうした管路として用いられるチューブは、内視鏡の挿
入部に対応する可撓性を有すること、他の内視鏡内蔵物やチューブ内の挿入物との間での
摺動抵抗が生じにくいように表面の摩擦抵抗が小さいことが要求され、好適な材質として
ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）が知られている。
【０００３】
　ところで、ＰＴＦＥなどで形成され可撓性を有するチューブであっても、所定以上の曲
げ応力が作用した場合には座屈する可能性がある。図１は座屈の発生メカニズムを示した
ものであり、同図の上段はチューブ１０の軸線方向に沿う断面、同図の下段はチューブ１
０の径方向の断面である。図１における（ａ）の直線状態から（ｂ）の上段のようにチュ
ーブ１０が曲げられていくと、曲げの内側には軸線方向への圧縮応力Ｓ１が作用し、曲げ
の外側には軸線方向への引張応力Ｓ２が作用する。これらの応力は同時に、図１（ｂ）の
下側のようにチューブ断面を扁平させる力Ｓ３、Ｓ４となる。そして、扁平させる力と圧
縮応力の加算した力が一定値を超えたとき、図１（ｃ）のようにチューブ１０の強度バラ
ンスが失われ、曲げの内側部分が折れ曲がるようにして座屈してしまう。
【０００４】
　このようなチューブの座屈を防ぐ座屈防止構造として、図２のように、チューブ本体１
１の外周面に形成した螺旋溝１２に対して金属製コイル１３を巻き付けて、その外層に接
着剤１４を被覆させたものや、図３のように、接着剤に代えて金属製コイル１３の外側に
別のチューブ１５を被覆させたものが知られている。前者のタイプとして特許文献１、後
者のタイプとして特許文献２などがある。チューブ１１の外面に螺旋溝１２を形成するた
めの手法としては、切削加工や、特許文献３のように線材をコイル状に巻き付けて加熱変
形させる手法が知られている。
【特許文献１】実開平４-４７４０２号公報
【特許文献２】特開平６-１８９８９８号公報
【特許文献３】特許第２９６６５５９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　先に挙げたような従来の座屈防止構造では、金属製コイルのずれを防止するための接着
剤や別体のチューブといった被覆層がチューブ外面の摩擦抵抗を増大させ、ＰＴＦＥのよ
うに摩擦抵抗の小さい材質でチューブを形成した効果を減じてしまうおそれがある。また
、こうした被覆層を設けることによってチューブ外径が太くなり、他の内視鏡内蔵物との
干渉が生じやすくなる。また、ＰＴＦＥは接着性が低いため、特許文献１では外側の別体
チューブとの接着性を高めるために表面に化学的処理を行い、特許文献２では被覆層を構
成する接着剤の接着性を高めるために機械的加工で表面を粗面にしており、手間やコスト
がかかっていた。しかも、この接着力は、内視鏡使用後に滅菌のため行われるオートクレ
ーブ処理によって低下する可能性があり、長期間に亘って高い座屈防止能力を維持させる
ことが難しかった。
【０００６】
　本発明は以上の問題点に鑑みてなされたものであり、チューブ外面の摩擦抵抗やチュー
ブの外径サイズを小さく抑えつつ、高い座屈防止性能が得られる内視鏡用可撓性チューブ
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、内視鏡の内部に配設される可撓性を有するチューブにおいて、管状をなすチ
ューブ体の外周面に、凸状断面の周回リブ状部と凹状断面の周回スリット部を該チューブ
体の軸線方向に交互に形成し、チューブ体の外側に、周回リブ状部の間に位置させて、周
回スリット部の開口部に対して接離可能に支持される金属コイル体を設け、チューブ体を
曲げたとき、湾曲内側部分に作用する軸線方向の圧縮応力によって、周回スリット部を挟
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んで隣り合う周回リブ状部が当接して曲げの中心部方向への分力を生じさせると共に、金
属コイル体がチューブ体の外面に当接して拡径方向への変形を規制することを特徴として
いる。
【０００８】
　周回リブ状部と周回スリット部をそれぞれ、チューブ体の外周面に該チューブ体の軸線
を中心とする螺旋状に形成し、金属コイル体は、螺旋状の周回スリット部に沿う形状の螺
旋管状体とすることができる。あるいは、周回リブ状部と周回スリット部をそれぞれ、チ
ューブ体の軸線を中心とする環状に形成し、金属コイル体を、環状の周回スリット部に沿
う複数の環状体として構成することも可能である。
【０００９】
　具体的には、金属コイル体を構成する金属線の線径は０．０８ｍｍ～０．２５ｍｍであ
ることが好ましい。
【００１０】
　周回スリット部の底部は、凹円弧状、矩形状、あるいはＶ字状などの断面形状に形成す
ることができる。
【００１１】
　さらに、周回スリット部の開口部の両側縁部に、チューブ体の外周面に近付くにつれて
徐々に開口幅を大きくする面取り部や、周回スリット部よりも開口幅を大きくした開口段
部を形成し、この面取り部や開口段部に金属コイル体が当接するようにすることで、金属
コイル体の収まりが良くなり位置ずれを軽減できる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上の本発明の内視鏡用可撓性チューブによれば、チューブ体の外側全体を覆う被覆層
を不要としてチューブ外面の摩擦抵抗やチューブの外径サイズを小さく抑えつつ、チュー
ブ体に備えた周回リブ状部及び周回スリット部と金属コイル体との相乗効果によって高い
座屈防止性能を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図４は、本発明を適用した内視鏡用可撓性チューブ２０（以下、チューブ２０と呼ぶ）
の軸方向断面を示している。このチューブ２０の本体部（チューブ体）２０ａの材質はＰ
ＴＦＥであり、その外周面上に、凸状断面の周回リブ状部２１と凹状断面の周回スリット
部２２が軸線Ｘに沿う方向に交互に表れるように形成されている。チューブ２０の内周部
分は、凹凸のない一様な円筒内面２３となっている。チューブ２０の本体部２０ａの外面
の形成方法は任意であるが、例えば、周回スリット部２２相当の肉厚を全域に有する加工
前チューブに対して、切削加工によって周回リブ状部２１を形成していくことで製作する
ことができる。チューブ２０の外面にはさらに、周回リブ状部２１の間に位置させて金属
コイル体２４が設けられている。金属コイル体２４は、チューブ２０の本体部２０ａの外
径サイズとほぼ同じ内径サイズを有し、図４のようにチューブ２０が曲げられていない状
態において、周回スリット部２２の開口部に軽く嵌合する強さでチューブ２０の本体部２
０ａの外面に巻き付けられている。金属コイル体２４は、図示しない端部がチューブ２０
の本体部２０ａに固定されて位置ずれが規制されており、その中間部分は、チューブ２０
の本体部２０ａに対して接着剤などによる固定はされていない。
【００１４】
　周回リブ状部２１と周回スリット部２２は、チューブ２０の軸線Ｘを囲む周回形状を有
するものであり、図５や図６のように形成される。図５は、周回リブ状部２１と周回スリ
ット部２２を、チューブ２０の軸線Ｘを中心として螺旋状に形成した形態を示している。
この形態では、周回スリット部２２は途切れのない連続した螺旋溝として形成され、周回
リブ状部２１も途切れのない連続した螺旋状の凸部として形成される。これに応じて、金
属コイル体２４も連続した螺旋管状体として形成されている。図６は、周回リブ状部２１
と周回スリット部２２を、チューブ２０の軸線Ｘを中心とした環状に形成した形態を示し
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ている。この形態では、チューブ２０の外周面には、軸線Ｘに沿う方向に位置を異ならせ
て、それぞれ複数の周回リブ状部２１と複数の周回スリット部２２が交互に形成される。
そして、金属コイル体２４も軸線Ｘを中心とする複数の環体として構成されている。なお
、図５、図６においては金属コイル体２４に隠れる周回スリット部２２は破線で示してい
る。図５の形態は、金属コイル体２４を一部材として構成することができるので、製造の
容易さなどの面で優れているが、図５と図６のいずれの形態でも、以下に述べる作用が得
られる。
【００１５】
　図７はチューブ２０を湾曲させた状態を示している。チューブ２０の湾曲時には、図１
でチューブ１０を参照して説明したように、曲げの内側では軸線方向への圧縮応力Ｓ１が
作用し、曲げの外側では軸線方向への引張応力Ｓ２が作用する。また、チューブ２０の径
方向には、曲げの外側部分と内側部分を接近させる縮径方向（扁平方向）の力Ｓ３も作用
する。そして、曲げの外側部分では、引張応力Ｓ２によって周回スリット部２２がＶ字状
に広がり、隣接する周回リブ状部２１が互いに離れる状態になる。これにより引張応力が
緩和される。このとき、Ｖ字状に広がった周回スリット部２２に対して金属コイル体２４
が進入する。一方、曲げの内側では、図７に一部を拡大して示すように、金属コイル体２
４から離れる方向にチューブ２０の本体部２０ａが曲げられるが、圧縮応力Ｓ１によって
、隣接する周回リブ状部２１が互いに接触して摩擦を発生し、その結果、曲げの中心方向
（内側）に向かう分力Ｓ５が作用する。この分力Ｓ５は、曲げの内側部分を座屈させよう
とする力（Ｓ３）に対して反対方向へ働くものであるため、チューブ２０の座屈が生じに
くくなる。すなわち、本実施形態のチューブ２０の周回スリット部２２は、隣り合う周回
リブ状部２１を当接させて座屈を防止させる機能を有する点において、従来技術として図
２や図３に挙げたチューブ１１における螺旋溝１２とは相違する。
【００１６】
　以上のような座屈防止効果を得るために、図４に示す周回スリット部２２の軸線方向の
幅Ｗ１は、０＜Ｗ１≦０．４ｍｍ、周回リブ状部２１の軸線方向の幅Ｗ２は、０．１ｍｍ
≦Ｗ２≦１．５ｍｍの範囲内で設定することが好ましい。また、周回リブ状部２１の高さ
（周回スリット部２２の深さ）Ｈは、チューブ２０の本体部２０ａの肉厚の３０～９０パ
ーセントに設定することが好ましい。
【００１７】
　チューブ２０ではさらに、金属コイル体２４を設けたことによって、より優れた座屈防
止効果が得られる。チューブ２０を曲げた際には、その曲げの外側部分と内側部分を結ぶ
径方向においては、前述のように、チューブ２０の本体部２０ａを縮径させようとする方
向Ｓ３の力が作用する（図７）。同時に、チューブ２０の本体部２０ａに対して、曲げ部
分の両側部を離間させようとする拡径方向の力Ｓ４も作用する（図８）。ここで、金属コ
イル体２４はチューブ２０の本体部２０ａよりも硬く、図８のように、チューブ２０の本
体部２０ａの両側部に対して拡径方向（扁平方向、横方向）の力Ｓ４が作用すると、この
両側部が金属コイル体２４に当て付くことで反対方向（Ｓ６）の反力を受けて、チューブ
２０の本体部２０ａの変形が規制される。このように、金属コイル体２４を設けたことで
、チューブ２０の本体部２０ａに形成した周回リブ状部２１及び周回スリット部２２との
相乗効果で、高い座屈防止効果を得ることができる。この効果を得るための金属コイル体
２４の線径は、０．０８ｍｍ～０．２５ｍｍであることが好ましい。この金属コイル体２
４の線径は、前述の周回スリット部２２の幅Ｗ１よりも大きく設定される。
【００１８】
　なお、周回スリット部２２の底部（谷部）の形状を異ならせることにより、チューブ２
０の曲げ易さなどを変化させることができる。例えば、周回スリット部２２の底部の形状
として、図９のような凹円弧状の断面形状や、図１０のような矩形状の断面形状や、図１
１のようなＶ字状の断面形状などを選択することができる。
【００１９】
　さらに、図１２や図１３に示すように、チューブ２０の本体部２０ａの外面上には、周
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回スリット部２２の開口部に位置させて、金属コイル体２４の保持性を高めるための面取
り部２５や開口段部２６を形成してもよい。図１２の面取り部２５は、周回スリット部２
２の開口部の両縁部に、チューブ２０の軸線Ｘから離れて外径方向に進むにつれて徐々に
開口幅を大きくする一対のテーパー面として形成されている。図１３の開口段部２６は、
同じく周回スリット部２２の開口部の両縁部に、該周回スリット部２２よりも開口幅を広
くする一対のＬ字状凹部として形成されている。そして、面取り部２５や開口段部２６に
当接するように金属コイル体２４が設けられている。したがって、こうした面取り部２５
や開口段部２６を形成することにより、チューブ２０の本体部２０ａに対して金属コイル
体２４が位置ずれしにくくなる。
【００２０】
　以上のように、本実施形態のチューブ２０では、チューブ本体部２０ａの外面に周回リ
ブ状部２１と周回スリット部２２を形成し、曲げたときに湾曲内側部分の隣り合う周回リ
ブ状部２１を当接させ、さらにチューブ２０の本体部２０ａの外側に、周回リブ状部２１
の間に位置させて周回スリット部２２の開口部に接離可能な金属コイル体２４を設けたこ
とで、高い座屈防止効果が得られる。金属コイル体２４はチューブ２０の全体を覆うので
はなく、チューブ２０の外周面積の大部分に当たる周回リブ状部２１の領域では、ＰＴＦ
Ｅで形成されたチューブ２０の本体部２０ａが露出しているため、ＰＴＦＥ本来の摩擦抵
抗の小ささを活かすことができる。また、金属コイル体２４の保持にあたって別体のチュ
ーブや接着剤による被覆層を設けていないため、チューブ２０の外径サイズの増大を防ぐ
ことができる。また、接着を要する被覆層を有さないため、オートクレーブ処理による被
覆層の接着力低下や、これを起因とした座屈防止性能の低下を考慮する必要もない。よっ
て、摩擦抵抗や径サイズの点で内視鏡の他の内蔵物との干渉が起こりにくいという基本性
能を備えつつ、座屈防止性能にもすぐれた内視鏡用可撓性チューブが得られる。
【００２１】
　なお、本発明は図示実施形態に限定されるものではない。例えば、実施形態の周回スリ
ット部２２は、チューブ２０の非湾曲状態においてその内部の対向面が略平行をなす一様
な幅の溝部として形成されているが、初期状態でＶ字状の断面形状をなすなど、非平行な
対向面を有する溝部として形成することも可能である。要は、チューブ２０が所定以上に
曲げられたときに、隣り合う周回リブ状部２１を当接させるようになっていればよいので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】内視鏡用可撓性チューブにおける座屈の発生メカニズムを説明する図である。
【図２】座屈防止構造を備えた従来の内視鏡用可撓性チューブの一例を示す断面図である
。
【図３】座屈防止構造を備えた従来の内視鏡用可撓性チューブの別の例を示す断面図であ
る。
【図４】本発明を適用した内視鏡用可撓性チューブの軸方向断面図である。
【図５】本発明を適用した内視鏡用可撓性チューブで、チューブ本体部の周回リブ状部と
周回スリット部、及びその外側に巻回される金属コイル体を螺旋状に形成した形態の外観
を示した図である。
【図６】本発明を適用した内視鏡用可撓性チューブで、チューブ本体部の周回リブ状部と
周回スリット部、及びその外側に巻回される金属コイル体を環状に形成した形態の外観を
示した図である。
【図７】本発明を適用した内視鏡用可撓性チューブを湾曲させた状態を示す断面図である
。
【図８】金属コイル体による座屈防止作用を説明する径方向の断面図である。
【図９】周回スリット部の底部を凹円弧状に形成した態様の内視鏡用可撓性チューブを示
す断面図である。
【図１０】周回スリット部の底部を矩形状に形成した態様の内視鏡用可撓性チューブを示
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す断面図である。
【図１１】周回スリット部の底部をＶ字状に形成した態様の内視鏡用可撓性チューブを示
す断面図である。
【図１２】チューブ本体部の外周面上に金属コイル体保持用の面取り部を形成した態様の
内視鏡用可撓性チューブを示す断面図である。
【図１３】チューブ本体部の外周面上に金属コイル体保持用の開口段部を形成した態様の
内視鏡用可撓性チューブを示す断面図である。
【符号の説明】
【００２３】
２０　内視鏡用可撓性チューブ
２０ａ　チューブの本体部（チューブ体）
２１　周回リブ状部
２２　周回スリット部
２３　円筒内面
２４　金属コイル体
２５　面取り部
２６　開口段部

【図１】 【図２】

【図３】
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